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土地連セミナー
プログラム

日時：2019（平成31）年2月22日（金）

　　 15時30分～17時30分

会場：日本ブライダルセンター【NBC】

　　 大ホール（５階）

1 開　会

2 会長挨拶
　 沖縄県軍用地等地主会連合会　会　長　眞喜志康明

3 基調講演
　「米軍再編の概要と沖縄防衛局の取り組みについて」

　 　　　　　 沖縄防衛局　局　長　田中　利則

4 事例報告
　「返還跡地の支援に向けた地主会の活動について」

　 　 北中城村軍用地等地主会　前会長　伊佐　常助
　 　 宜野湾市軍用地等地主会　会　長　又吉　信一

5 閉　会
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はじめに

　「土地連セミナー」は、沖縄における返還跡地をめぐる情勢や実態等について専

門家からの意見等を聞いて、地主会関係者・地権者の理解を深めていくために開催

しており、6 回目を迎えます。

　これまでの「土地連セミナー」では、跡地利用をはじめとした沖縄全体の情勢や

沖縄振興、返還跡地に係る法律、制度の他、軍用地や返還跡地をめぐる実態、米国

の国防政策、土地区画整理事業のあり方といったテーマを取り上げてきました。

　今回の基調講演では、「米軍再編の概要と沖縄防衛局の取り組みについて」とい

うテーマで、かつては沖縄防衛局企画部長として活躍され、現在は沖縄防衛局局長

としてその手腕を期待される田中利則氏より、米軍再編の概要及び返還された施設

の紹介や跡地利用特措法の制定経緯と同法に基づく沖縄防衛局の取り組みについて

ご講演いただきます。

　また、事例報告では、「返還跡地の支援に向けた地主会の活動について」というテー

マで、北中城村軍用地等地主会前会長の伊佐常助氏、宜野湾市軍用地等地主会会長

の又吉信一氏より、返還された駐留軍用地の跡地利用に向けた地主会の取り組みに

ついて、ご報告いただきます。

　本会では、本セミナーを通じて、返還及び跡地利用を通じた沖縄県の健全な発展

のあり方について理解を深め、政策提言活動へと繋げていきます。併せて、返還に

係る地権者との合意形成手法などの実務についても情報収集し、跡地利用の推進に

取り組んでいきます。

　本セミナーが、参加された皆様にとって、軍用地等に係る諸問題の解決や跡地利

用の推進に向けた一助となれば幸いです。

2019年（平成31年）2月　　　　　 　　　　  

一般社団法人　沖縄県軍用地等地主会連合会
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基調講演

米軍再編の概要と
沖縄防衛局の取り組みについて

１．米軍再編の概要及び返還された施設の

　  紹介について

２．跡地利用特措法について

３．跡地利用特措法に基づく沖縄防衛局の

　  取り組み

平成２年４月　防衛庁入庁

平成21年９月　防衛省大臣官房企画官

　　　　　　　（英国国防大学及び英国国防省研修）

平成23年２月　防衛省防衛政策局調査課戦略情報分析室長

　　　　　　　  （兼）防衛省情報本部

平成24年10月　防衛省沖縄防衛局企画部長

平成26年７月　防衛省防衛政策局防衛計画課長

平成27年10月　内閣官房内閣参事官（国家安全保障局）

平成30年８月　防衛省大臣官房審議官

平成31年１月　現職

田中　利則氏
防衛省　沖縄防衛局
局長

〈講師プロフィール〉
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牧
港
補
給
地
区

（
北
側
進
入
路
）

凡
例
：
速
や
か
に
返
還
（
72

ha
）

：
県
内
で
機
能
移
設
後
に
返
還
（
83

4h
a）

：
海
兵
隊
の
国
外
移
転
後
に
返
還
（
14

2h
a＋

α）
合
計
：
1,

04
8h

a＋
α

11
ha

 注
５

62
ha

51
ha

 注
４

5h
a

23
ha

2h
a

1h
a

47
6h

a

56
ha

14
2h

a

16
ha

20
22
年
度

又
は
そ
の
後

20
19
年
度

又
は
そ
の
後

20
24
年
度

又
は
そ
の
後

20
24
年
度

又
は
そ
の
後

20
22
年
度

又
は
そ
の
後

20
13
年

8月
31
日

返
還
済

20
14
年
度

又
は
そ
の
後

20
28
年
度

又
は
そ
の
後

キ
ャ
ン
プ
瑞
慶
覧

（
西
普
天
間
住
宅
地
区
）

キ
ャ
ン
プ
瑞
慶
覧

（
追
加
的
な
部
分
）

キ
ャ
ン
プ
瑞
慶
覧

（
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・コ
リ
ド
ー
等
）

キ
ャ
ン
プ
瑞
慶
覧

（
施
設
技
術
部
地
区
内
の
倉
庫
地
区
の
一
部
等
）

キ
ャ
ン
プ
瑞
慶
覧

（
ロ
ウ
ワ
ー
・
プ
ラ
ザ
住
宅
地
区
）

キ
ャ
ン
プ
瑞
慶
覧

（
喜
舎
場
住
宅
地
区
の
一
部
）

牧
港
補
給
地
区

（
残
余
の
部
分
）

20
24
年
度

又
は
そ
の
後

20
24
年
度

又
は
そ
の
後

那
覇
港
湾
施
設

牧
港
補
給
地
区

（
第
５
ゲ
ー
ト
付
近
の
区
域
）

キ
ャ
ン
プ
桑
江

20
25
年
度

又
は
そ
の
後

68
ha

陸
軍
貯
油
施
設

第
１
桑
江
タ
ン
ク
･フ
ァ
ー
ム

普
天
間
飛
行
場

注
１
：
時
期
及
び
年
は
、
最
善
の
見
込
み
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
時
期
は
、
国
外
を
含
む
移
転
に
向
け
た
取
組
の
進
展
に
よ
り
遅
延
す
る
場
合
が
あ
る
。

２
：
各
区
域
の
面
積
は
概
数
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
今
後
行
わ
れ
る
測
量
等
の
結
果
に
基
づ
き
、
微
修
正
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
計
数
は
単
位
（
h
a）
未
満
を
四
捨
五
入
し
て
い
る
た
め
符
合
し
な
い
こ
と
が
あ
る
。

３
：
追
加
的
な
返
還
が
可
能
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
、
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
作
成
過
程
に
お
い
て
検
討
さ
れ
る
。

４
：
キ
ャ
ン
プ
瑞
慶
覧
（
西
普
天
間
住
宅
地
区
）
の
返
還
面
積
に
つ
い
て
は
、
統
合
計
画
に
お
い
て

5
2
h
aと
し
て
い
た
が
、
実
測
値
を
踏
ま
え

5
1
h
aと
し
て
い
る
。

５
：
キ
ャ
ン
プ
瑞
慶
覧
（
施
設
技
術
部
地
区
内
の
倉
庫
地
区
の
一
部
等
）
の
返
還
面
積
に
つ
い
て
は
、
統
合
計
画
に
お
い
て

1
0
h
aと
し
て
い
た
が
、
平
成

2
5
年

9
月
の

J
C
返
還
合
意
の
返
還
面
積
を
踏
ま
え

1
1
h
aと
し
て
い
る
。

６
：
J
C
（
J
o
in

t
C

o
m

m
it
te

e
）
－
日
米
合
同
委
員
会

αh
a 
注
３

※
20

13
年

7月
11
日

JC
返
還
合
意

※
20

13
年

9月
19
日

JC
返
還
合
意

20
15
年

3月
31
日

返
還
済

普
天
間
飛
行
場

（
東
側
沿
い
の
土
地
）

20
17
年

7月
31
日

返
還
済

4h
a

牧
港
補
給
地
区

（
国
道
５
８
号
沿
い
の
土
地
）

20
18
年

3月
31
日

返
還
済

3h
a

12
6h

a
20

25
年
度

又
は
そ
の
後

牧
港
補
給
地
区

（
倉
庫
地
区
の
大
半
を
含
む
部
分
）

20
19
年

3月
末

返
還
予
定

１
．

米
軍

再
編

の
概

要
及
び

返
還

さ
れ

た
施
設

の
紹

介
に

つ
い
て

（
１

）
嘉

手
納

飛
行

場
以

南
の

土
地

の
返

還
（

統
合

計
画

）
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那
覇
港
湾
施
設

那
覇
港
湾
施
設
代
替
施
設

牧
港
補
給
地
区

キ
ャ
ン
プ
桑
江

キ
ャ
ン
プ
瑞
慶
覧
（
部
分
返
還
）

普
天
間
飛
行
場

第
２
桑
江
タ
ン
ク
・
フ
ァ
ー
ム

ト
リ
イ
通
信
施
設

嘉
手
納
弾
薬
庫
地
区

第
２
金
武
湾
タ
ン
ク
・
フ
ァ
ー
ム

キ
ャ
ン
プ
･コ
ー
ト
ニ
ー

キ
ャ
ン
プ
･ハ
ン
セ
ン

キ
ャ
ン
プ
･シ
ュ
ワ
ブ

【
凡
例
】

返
還
区
域

移
設
先

注
１
：
主
要
な
施
設
を
示
し
て
お
り
、
括
弧
内
の
返
還
区
域
か
ら
移
設
さ
れ
る
こ
と
を
示
す
。

２
：
日
本
国
外
及
び
沖
縄
県
外
へ
の
移
転
は
、
こ
の
表
に
示
し
て
い
な
い
。

飛
行
場
関
連
施
設
等

（
普
天
間
飛
行
場
）

普
天
間
飛
行
場
の

運
用
支
援
施
設
・
機
能

（
第
１
桑
江
ﾀ
ﾝ
ｸ
･ﾌ
ｧ
ｰ
ﾑ
）

Ａ
Ｆ
Ｎ
送
信
施
設

（
牧
港
補
給
地
区
）

通
信
関
連
施
設

（
キ
ャ
ン
プ
瑞
慶
覧
）

倉
庫
、
工
場
等

（
牧
港
補
給
地
区
）

海
軍
病
院
、
家
族
住
宅
等

（
キ
ャ
ン
プ
桑
江
）

郵
便
局
、
管
理
棟
等

（
牧
港
補
給
地
区
）

嘉
手
納
飛
行
場
の

運
用
支
援
施
設
・
機
能

（
第
１
桑
江
ﾀ
ﾝ
ｸ
･ﾌ
ｧ
ｰ
ﾑ
）

国
防
省
支
援
機
関
の
施
設

（
牧
港
補
給
地
区
）

ｽ
ｸ
ｰ
ﾙ
ﾊ
ﾞｽ
関
連
施
設

（
キ
ャ
ン
プ
瑞
慶
覧
）

第
１
桑
江
タ
ン
ク
・
フ
ァ
ー
ム管
理
棟
等

（
第
１
桑
江
ﾀ
ﾝ
ｸ
･ﾌ
ｧ
ｰ
ﾑ
）

倉
庫

（
牧
港
補
給
地
区
）

倉
庫

（
キ
ャ
ン
プ
瑞
慶

覧
）

移
設
機
能
注
１

海
兵
隊
航
空
支
援

関
連
施
設

（
キ
ャ
ン
プ
瑞
慶
覧
）

リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー
等

（
キ
ャ
ン
プ
瑞
慶
覧
ｺ
ﾘﾄ
ﾞｰ
地
区
）

ｺ
ﾐｭ
ﾆ
ﾃ
ｨｻ
ｰ
ﾋ
ﾞｽ
の
庁
舎
等

（
キ
ャ
ン
プ
瑞
慶
覧
技
術
部
地
区
）

（
２

）
沖

縄
県

内
で

の
主

要
な

機
能

の
移

設
先
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返
還
当
時
は
建
物
14
9棟
、
地
下
工
作
物
、
舗
装
等
が
存
在
。

返
還
当
時
の
状
況

作
業
終
了
後
、
緑
化
を
行
い
土
地
を
引
き
渡
し
。

引
渡
し
時
の
状
況

○
２

０
１
３
年
４
月
、
統
合
計
画
に
お
い
て
、
「
必
要
な
手
続
の
完
了
後
に
速
や
か
に
返
還
可
能

と
な

る
区

域
」

と
さ

れ
る

。

○
２

０
１
３
年
６
月
、
日
米
合
同
委
員
会
合
意
。

○
２

０
１
５
年
２
月
、
返
還
条
件
で
あ
る
境
界
策
設
置
工
事
完
了
。

○
２

０
１
５
年
３
月
、
西
普
天
間
住
宅
地
区
返
還
。

○
２

０
１
８
年
３
月
ま
で
に
支
障
除
去
措
置
（
物
件
撤
去
、
土
壌
汚
染
調
査
、
不
発
弾
探
査
、
廃

棄
物

処
分

）
を

完
了

。

○
２

０
１
８
年
３
月
３
１
日
、
土
地
を
引
渡
し
。

（
３

）
キ

ャ
ン

プ
瑞

慶
覧

（
西

普
天

間
住

宅
地

区
）

の
返

還
及

び
土

地
の

引
渡

し
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拡
大
図 返
還
区
域

○
宜

野
湾
市
の
中
心
に
所
在
す
る
普

天
間
飛
行
場
は
、
西
側
に
国

道
５

８
号
、
東
側
に
国
道
３
３
０
号
が
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
道

路
で

慢
性
的
な
渋
滞
が
課
題
。

○
２

０
１
３
年
８
月
、
佐
喜
眞
宜
野

湾
市
長
か
ら
、
普
天
間
飛
行

場
の

一
部
返
還
（
右
図
赤
線
箇
所
）
に
向
け
た
早
急
な
解
決
を
要

請
。

○
２

０
１
５
年
１
２
月
、
日
米
共
同

発
表
に
お
い
て
、
普
天
間
飛

行
場

の
東
側
沿
い
の
土
地
の
返
還
に
向
け
た
作
業
を
加
速
さ
せ
、

２
０

１
７
年
度
中
に
実
現
す
る
こ
と
を
確
認
。

○
２

０
１
７
年
４
月
、
返
還
条
件
で

あ
る
巡
回
道
路
、
フ
ェ
ン
ス

等
が

完
成
。

○
２
０

１
７
年

７
月

３
１
日

、
返

還
。

○
現

在
、
返
還
跡
地
の
支
障
除
去
作

業
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ

り
、
２
０
１
９
年
３
月
末
に
土
地
の
引
き
渡
し
予
定
。

並
行

し
て
、
宜
野
湾
市
に
よ
る
市

道
宜
野
湾
１
１
号
整
備
を
実

施
中

（
当
局
補
助
事
業
に
よ
り
、
２
０
１
９
年
末
完
了
予
定
）
。

返
還
地

巡
回
道
路
移
設
前

巡
回
道
路
移
設
後

巡
回
道
路

新
設
境
界
ラ
イ
ン

既
設
境
界
ラ
イ
ン

（
４

）
普

天
間

飛
行

場
東

側
沿

い
の

土
地

の
返

還

宜
野
湾
市
道
１
１
号

支
障
除
去
措
置
（
不
発
弾
探
査
）

実
施
状
況

宜
野
湾
市
道
１
１
号

不
発
弾
探
査
実
施
完
了
区
画
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○
２

０
１
５
年
１
２
月
、
日
米
共
同
報
道
発
表
：

国
道
５
８
号
を
拡
幅
し
交
通
渋
滞
を
緩
和
す
る
た
め
、
同
国
道
に
隣
接
す
る
土
地
（
約
３
ヘ
ク

タ
ー

ル
）

に
つ

い
て

、
日

米
両

政
府

に
よ

る
必

要
な

措
置
及
び
手
続
き
の
完
了
を
条
件
に
、
２
０
１
７
年
度
中
の
返
還
を
実
現
す
る
た
め
に
速
や

か
に

必
要

な
作

業
を

開
始

す
る

。

○
２

０
１
７
年
６
月
、
返
還
条
件
で
あ
る
ゲ
ー
ト
、
境
界
フ
ェ
ン
ス
、
ユ
ー
テ
ィ
リ
テ
ィ
の
移
設

工
事

を
開

始
。

○
２

０
１
８
年
１
月
、
移
設
工
事
完
了
。

○
２

０
１
８
年
３
月
３
１
日
、
返
還
。

○
２

０
１
８
年
４
月
２
日
、
支
障
除
去
措
置
に
着
手
し
、
現
在
、
経
層
探
査
を
実
施
中
。

（
５

）
牧

港
補

給
地

区
の

一
部

土
地

（
国

道
５

８
号

沿
い

）
の

返
還

牧
港
補
給
地
区

港
川
道
路
（県
事
業
）

2
0
1
8
年
3
月
3
1日

２
車
線
暫
定
開
通

国
道
５
８
沿
い
の
土
地
返
還
区
域
（
約
３
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

臨
港
道
路
浦
添
線
（
国
事
業
）

2
0
1
8
年
3
月
1
8日
開
通

浦
添
北
道
路
（
国
事
業
）

2
0
1
8
年
3
月
1
8日
開
通

拡
幅
イ
メ
ー
ジ

土地連セミナー土地連セミナー
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1
9
9
5
年
（
平
成

7
年
）

6
月

2
0
日

「
沖
縄
県
に
お
け
る
駐
留
軍
用
地
の
返
還
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
」
（
返
還
特
措
法
）
施
行

施
設
・
区
域

の
返
還

の
在

り
方
や
返

還
後
の

土
地

所
有
者
に

対
す
る

補
償

な
ど
、
返

還
に
伴

う
特

別
措
置
に

つ
い
て

の
地

元
か
ら

の
要
望
を
受

け
、
議

員
立

法
と
し
て

成
立
。

20
02
年
（
平

成
14
年
）

6月
1
9日

ま
で

の
時
限

立
法

2
0
1
2
年
（
平
成

2
4
年
）
4
月
１
日

「
沖
縄
県
に
お
け
る
駐
留
軍
用
地
跡
地
の
有
効
か
つ
適
切
な
利
用
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
（
跡
地
利
用
特
措
法
）

施
行

「
返
還
特
措

法
」
及

び
「

沖
振
法
」

第
７
章

に
規

定
さ
れ
て

い
た
駐

留
軍

用
地
跡
地

に
関
す

る
規

定
を
一
元

化
。

給
付
金
制
度

の
拡
充

、
引

渡
し
前
の

土
壌
汚

染
・

不
発
弾
の

除
去
等

の
徹

底
な
ど
旧

法
の
内

容
を

拡
充
。

20
22
年
（
平

成
34
年
）

3月
3
1日

ま
で

の
時
限

立
法

2
0
1
5
年
（
平
成

2
7
年
）
3
月

跡
地
利
用
特
措
法
の
一
部
改
正

特
定

駐
留

軍
用

地
跡

地
の

指
定

及
び

特
定

駐
留

軍
用

地
跡

地
内

の
土

地
の

買
取

の
協

議
等

に
関

す
る

制
度

を
創

設

2
0
0
2
年
（
平
成

1
4
年
）

4
月

1
日

「
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
」
（
沖
振
法
）
施
行

第
７
章
で
「

駐
留
軍

用
地

跡
地
の
利

用
の
促

進
及

び
円
滑
化

の
た

め
の
特
別

措
置
」

を
規

定

20
12
年
（
平

成
24
年
）

3月
3
1日

ま
で

の
時
限

立
法

２
．
跡
地

利
用

特
措
法
に
つ
い
て

（
１

）
跡

地
利

用
特

措
法

の
制

定
経

緯

返
還

特
措

法
の

期
限

を
2
0
1
2
年

（
平

成
2
4
年

）
３

月
3
1
日

ま
で

延
長

土地連セミナー土地連セミナー
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（
２

）
跡

地
利

用
特

措
法

の
ポ

イ
ン

ト

土地連セミナー土地連セミナー
TOCHIREN SEMINARTOCHIREN SEMINAR
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【
ポ
イ

ン
ト
】

〇
土

壌
汚
染

等
の
調

査
事
項

は
、
政

令
に

規
定

。
〇

調
査

対
象

範
囲

は
、

国
が

調
査

を
行

う
必
要

が
あ
る

と
認

め
る

場
所

。
〇

駐
留
軍

の
行
為

に
起

因
す

る
も

の
に

限
り
除

去
。

■
返

還
実

施
計
画
（

法
第
６

条
関

連
）

国
は

、
返

還
が

合
意

さ
れ

た
駐

留
軍

用
地

に
つ

い
て

、
当

該
駐

留
軍

用
地

の
返

還
に

関
す

る
実

施
計

画
を

定
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
■

原
状

回
復

措
置

（
法

第
７

条
関

連
）

国
は

、
駐

留
軍

用
地

の
所

有
者

等
に

当
該

土
地

を
返

還
す

る
場

合
に

お
い

て
は

、
そ

の
者

の
請

求
に

よ
り

、
周

囲
の

土
地

利
用

の
状

況
に

応
じ

た
有

効
か

つ
合

理
的

な
土

地
利

用
が

図
ら

れ
る

よ
う

、
土

地
を

原
状

に
回

復
す

る
措

置
を

講
ず

る
も

の
と

す
る

。

■
返

還
実

施
計
画

に
定

め
る

事
項
（

政
令
）

①
駐

留
軍

が
使

用
し

て
い

る
建

物
そ

の
他

土
地

に
定

着
す

る
物

件
の

除
却

等
に

関
す

る
こ

と
。

②
下

記
の

事
項

に
つ

い
て

、
国

が
調

査
を

行
う

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
場

合
に

お
け

る
調

査
を

行
う

区
域

の
範

囲
及

び
調

査
方

法
等

、
調

査
の

結
果

に
基

づ
い

て
国

が
講

ず
る

措
置

に
関
す

る
方

針
・
駐

留
軍

の
行

為
に

起
因

す
る

土
壌

汚
染

の
状

況
・
駐

留
軍

の
行

為
に

起
因

す
る

水
質

の
汚

濁
の

状
況

・
駐

留
軍

が
遺

棄
し

た
不

発
弾

そ
の

他
の

火
薬

類
の

有
無

・
駐

留
軍

が
埋

立
処

分
を

行
っ

た
廃

棄
物

の
有

無

【
ポ

イ
ン

ト
】

〇
土

壌
汚

染
等
の
調

査
事

項
は

、
法

律
に

規
定

。
〇

調
査

対
象

範
囲

は
、

返
還
が

合
意
さ

れ
た

区
域

の
全

部
。

〇
駐

留
軍

の
行
為

に
起

因
す

る
も

の
に

限
ら

ず
除

去
。

■
返

還
実

施
計
画

及
び
支

障
除

去
措

置
（
法

第
８

条
関

連
）

国
は

、
返

還
が

合
意

さ
れ

た
駐

留
軍

用
地

の
区

域
の

全
部

に
つ

い
て

、
駐

留
軍

用
地

の
返

還
に

関
す

る
返

還
実

施
計

画
を

定
め

、
返

還
後

に
お

い
て

土
地

を
利

用
す

る
上

で
の

支
障

の
除

去
に

関
す

る
措

置
を

土
地

所
有

者
へ

引
き

渡
す

前
に

講
ず
る

も
の
と

す
る
。

返
還

実
施

計
画

に
定
め

る
支
障

除
去
関

連
の
事

項
は
、

次
の
と

お
り
。

①
駐

留
軍

が
使

用
し

て
い

た
建

物
そ

の
他

土
地

に
定

着
す

る
物

件
の

除
却

等
に

関
す

る
こ

と
。

②
下

記
の

事
項

に
つ

い
て

、
調

査
を

行
う

区
域

の
範

囲
及

び
調

査
方

法
等

、
調

査
の

結
果

に
基

づ
い
て

国
が
講

ず
る
措

置
に
関

す
る
方

針
・

土
壌

汚
染

の
状
況

・
水

質
の

汚
濁
の
状

況
・

不
発

弾
そ

の
他
の

火
薬
類
の

有
無

・
廃

棄
物

の
有
無

返
還
特

措
法

跡
地

利
用
特
措

法

汚
染

等
の

蓋
然

性
が
高

い
場

所

駐
留

軍
用

地
（

跡
地

）

駐
留
軍

用
地

（
跡
地

）

池

池

調
査

等

の
範

囲

（
３

）
跡

地
利

用
特

措
法

に
基

づ
く

支
障

除
去

措
置

に
つ

い
て

（
返

還
特

措
法

の
改

正
ポ

イ
ン

ト
）

土地連セミナー土地連セミナー
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（
４

）
給

付
金

制
度

の
拡

充
に

つ
い

て
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返
還
時
の
全
景
（
平
成
２
７
年
３
月
３
１
日
）

引
渡
し
時
の
返
還
全
景
（平
成
３
０
年
３
月
３
１
日
）

米
軍
か
ら
駐
留
軍
用
地
が
返
還
さ
れ
た
時
は
、
「
跡
地
利
用
特
措
法
」
に
基
づ
き
、
所
有
者
等
に
土
地
を
引
き
渡
す
前
に
、
返
還
跡
地
を
利
用

す
る
上
で
支
障
と
な
る
も
の
を
調
査
し
て
、
そ
の
除
去
（
支
障
除
去
措
置
）
を
行
い
ま
す
。

（
返
還
当
時
）

建
物
、
地
下
工
作
物
、
舗
装
、
外
灯
等
が
存
在
。

（
支
障
除
去
措
置
）

①
駐
留
軍
が
使
用
し
て
い
た
物
件
の
調
査
・
除
却

②
土
壌
汚
染
等
の
状
況
の
調
査
・
除
去

③
不
発
弾
や
廃
棄
物
等
の
有
無
の
調
査
・
除
去

３
．
跡
地

利
用
特
措
法

に
基
づ
く

沖
縄

防
衛
局
の
取

り
組

み

（
１

）
支

障
除

去
措

置
に

つ
い

て

西
普
天
間
住
宅
地
区
（返
還
時
）

西
普
天
間
住
宅
地
区
（引
渡
し
時
）

土地連セミナー土地連セミナー
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項
　
　
目

資
料
等
調
査

物
件

撤
去

廃
棄
物
探
査
・
処
分

平
成
２
９
年
度

不
発
弾
探
査

平
成
２
５
年
度

平
成
２
６
年
度

平
成
２
７
年
度

平
成
２
８
年
度

土
壌
汚
染
調
査
・
処
理

調
査
・
設
計

概
況
調
査

詳
細
調
査

地
質
調
査

探
査

探
査

資
料
等
調
査

処
理
工
事

処
理
工
事

建
物
等
解
体
工
事

引
渡

し
(
30
.
3.
3
1）

返
還
(2
7
.3
.
31

）

（
２

）
西

普
天

間
住

宅
地

区
に

お
け

る
支

障
除

去
措

置
の

流
れ

土地連セミナー土地連セミナー
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物
件
撤
去

土
壌
汚
染
調
査
・
処
分

不
発
弾
探
査

廃
棄
物
探
査
・
処
分

住
宅
の
解
体
状
況

地
中
埋
設
管
等
の
撤
去
状
況

調
査
状
況

（
地
中
の
土
壌
を
サ
ン
プ
リ
ン
グ
）

汚
染
土
の
回
収
状
況

（
回
収
し
た
汚
染
土
は
場
外
へ
搬
出
処
分
）

掘
削
状
況

（
平
均
で
約
5
ｍ
程
度
掘
り
下
げ
）

探
査
状
況

（
探
査
セ
ン
サ
ー
を
吊
り
下
げ
て
、

不
発
弾
の
有
無
を
調
べ
る
）

調
査
状
況

（
金
属
探
知
機
等
を
用
い
地
表
及
び

地
中
の
磁
気
を
確
認
）

掘
削
・
除
去
処
分

（
感
知
し
た
地
中
の
磁
気
異
常
点
を
掘
削
）

・
住
宅
の
解
体
及
び
道
路
、
電
柱
、

地
中
埋
設
管
等
の
構
造
物
の
撤
去
。

・
鉛
汚
染
及
び
油
汚
染
を
確
認
。

・
汚
染
土
を
場
外
処
分
。

・
砲
弾
類
、
小
銃
弾
等
を
確
認
。

・
警
察
又
は
陸
上
自
衛
隊
に
通
報
の
上

全
て
処
理
。

・
鉄
く
ず
、
埋
設
管
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
基
礎
、

ゴ
ミ
等
を
確
認
。

・
全
て
の
廃
棄
物
を
回
収
・
処
理
。

措 置 状 況 主 な 結 果（
３

）
支

障
除

去
措

置
の

主
な

結
果
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西
普

天
間

住
宅

地
区

跡
地

利
用
計

画
(平

成
３
０

年
４

月
)

跡
地

利
用

の
イ

メ
ー
ジ

支
障
除
去
措
置

西
普

天
間

住
宅

地
区

西
普

天
間
住

宅
地
区

は
平

成
２

７
年

３
月

３
１

日
に

米
側

か
ら

日
本

側
に

返
還

さ
れ
、

土
壌

汚
染

調
査

、
不

発
弾

探
査

、
廃

棄
物

探
査

等
の

い
わ

ゆ
る
支

障
除

去
措

置
を

終
え

、
平

成
３

０
年

３
月

３
１

日
を

も
っ

て
土
地

所
有

者
の

方
々

へ
引

渡
し

を
行

い
ま

し
た
。 当

該
返

還
跡

地
は
、

沖
縄

健
康

医
療

拠
点

の
形

成
を

跡
地

利
用

の
中

心
と

し
て

、
病
院

、
住

宅
等

が
計

画
さ

れ
て

お
り

、
跡

地
利

用
の

モ
デ

ル
ケ

ー
ス
と

し
て

期
待

さ
れ

て
い

ま
す

。

（
４

）
土

地
の

引
渡

し
～

跡
地

利
用

に
向

け
て

～

宜
野
湾
市
作
成

土地連セミナー土地連セミナー
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【
例

】
キ

ャ
ン

プ
瑞

慶
覧

（
泡

瀬
ゴ

ル
フ

場
）
（平

成
25

年
3月

引
渡

し
）の

場
合

0246

１
年

目
２

年
目

３
年

目
４

年
目

５
年

目

給
付

金
の

支
給

額
の

推
移

（
億

円
）

支
給

額
：

約
5
.
6
億
円

対
象

面
積
：

約
3
2
h
a

約
1
.
7
億
円

約
1
0
h
a

約
1
.
0
億
円

約
7
h
a

土
地

所
有

者
等

が
、

返
還

跡
地

を
引

き
渡

さ
れ

た
後

、
土

地
を

引
き

続
き

使
用

せ
ず

、
か

つ
、

収
益

し
て

い
な

い
場

合
は

、
引

渡
し

日
の

翌
日

か
ら

３
年

を
限

度
と

し
て

、
賃

借
料

相
当

額
※

の
給

付
金

を
支

給
し

て
い

ま
す

。

ま
た

、
当

該
跡

地
に

お
い

て
土

地
区

画
整

理
事

業
が

行
わ

れ
、

引
き

続
き

土
地

を
使

用
せ

ず
、

か
つ

、
収

益
し

て
い

な
い

場
合

に
は

、
政

令
で

定
め

る
期

間
を

限
度

と
し

て
、

賃
借

料
相

当
額

※
の

給
付

金
を

支
給

し
ま

す
。

※
 上

限
額

は
年

間
１

千
万

円
ま

で

（
５

）
給

付
金

の
支

給
に

つ
い

て

約
1
.
2
億
円

約
9
h
a

約
0
.
9
億
円

約
6
h
a

特
定

給
付

金

返
還

日
引

渡
日

基
準

日

米
軍

へ
施

設
提

供
中

賃
借

料

賃
貸

借
契

約

賃
借

料
相

当
額

（
年

間
１

千
万

円
を

限
度

）

３
年

給
付

金

基
準

日
の

前
日

ま
で

に
土

地
区

画
整

理
事

業
に

係
る

事
業

認
可

等
が

な
さ

れ
た

場
合

賃
借

料
相

当
額

（
年

間
１

千
万

円
を

限
度

）

特
定

給
付

金

支
障

除
去

措
置

賃
借

料
相

当
額

（
支

給
上

限
額

な
し

）

支
障

除
去

期
間

補
償

金

特
定

給
付

金
の

支
給

の
限

度
と

な
る

期
間

は
、

土
地

の
使

用
又

は
収

益
が

可
能

と
な

る
と

見
込

ま
れ

る
時

期
を

勘
案

し
て

政
令

で
定

め
る

期
間
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牧
港
住
宅
地
区
（
那
覇
市
）

大
型
商
業
店
舗
等
が
立
地

交
通
広
場
と
モ
ノ
レ
ー
ル

返
還
跡
地
は
、
那
覇
新
都
心
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業
が
実
施
さ
れ
、
那
覇
新
都
心
銘
苅
庁
舎
、
県
立
博
物
館
・
美
術
館
な
ど
の
公
共
施
設
、
大
型
商
業
店
舗
が
建
設
さ
れ
、
那
覇
市
の
新
た
な
都
市
拠
点
に
変
貌
し
て
い
る
。

返
還
前

返
還
後

・
昭
和
6
2
年
に
大
規
模
な
返
還
に
よ
り
、

全
面
返
還

キ
ャ
ン
プ
瑞
慶
覧
（
ハ
ン
ビ
ー
飛
行
場
部
分
）
（北
谷
町
）

ハ
ン
ビ
ー
タ
ウ
ン

安
良
波
公
園

返
還
跡
地
は
、
北
前
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業
が
実
施
さ
れ
、
公
園
な
ど
の
公
共
施
設
や
、
飲
食
店
、
大
規
模
商
業
施
設
な
ど
が
建
設
さ
れ
、
地
域
住
民
を
含
め
幅
広
く
利
用
さ
れ
て
い
る
。

返
還
前

返
還
後

・
昭
和
5
6
年
に
返
還

キ
ャ
ン
プ
瑞
慶
覧
（
泡
瀬
ゴ
ル
フ
場
）
（北
中
城
村
）

返
還
前

返
還
後

・
平
成
２
２
年
に
返
還

返
還
面
積
：

１
，

９
５

１
千

㎡

返
還
面
積
：

３
８

２
千

㎡

返
還
面
積
：

４
６

８
千

㎡

～
米

軍
用
地
跡
地
の
活
用
事
例

～

イ
オ
ン
モ
ー
ル
沖
縄
ラ
イ
カ
ム

と
中
部
徳
洲
会
病
院

返
還
跡
地
は
、
北
中
城
村
ア
ワ
セ
土
地
区
画
整
理
事
業
が
実
施
さ
れ
、
複
合
型
商
業
交
流
地
区
に
建
設
さ
れ
た
大
型
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
と
医
療
福
祉
地
区
と
が
連
携
し
た
多
様
な
広
域
交
流
拠
点
と
し
て
街
づ
く
り
図
ら
れ
て
い
る
。

土地連セミナー土地連セミナー
TOCHIREN SEMINARTOCHIREN SEMINAR

18 19



事例報告

返還跡地の支援に向けた地主会の活動
－キャンプ瑞慶覧（アワセゴルフ場）跡地における取り組みについて－

Ⅰ 返還前の取り組み（前期）

Ⅱ 返還前の取り組み（後期）

Ⅲ 返還から引渡しまでの取り組み

Ⅳ 行政及び防衛への働きかけ

昭和37年４月

昭和47年12月

昭和47年

昭和56年４月

昭和57年４月

昭和57年９月

平成10年

平成15年４月

平成16年４月

平成30年

北中城村役場採用

北中城村収入役

北中城村軍用地等地主会評議員

北中城村商工会事務局長

北中城村軍用地等地主会監事

北中城村議会議員

北中城村議会議長

北中城村軍用地等地主会会長

沖縄県軍用地等地主会連合会理事

北中城村軍用地等地主会相談役

北中城村軍用地等地主会
前会長

〈報告者プロフィール〉

伊佐　常助氏
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❏アワセゴルフ場地権者会への支援

・跡地利用の研究及び意見交換を目的に

土地所有者で発足

・会費の代行徴収(H20～H24)

・返還跡地助成金の代行交付(H23.土地連)

一部を組合事業財源に繰入（その他収入に計上）

返 還 前 の 取 組 み

❏土地区画整理組合設立準備会への支援

・組合施行の土地区画整理事業に向けて取組む

組織を結成

・準備会業務に協力することで、地権者の結束に

影響力を発揮

❏返還に向けた勉強会を開催

・地主会、準備会、北中城村、沖縄防衛局で返還に

向けた勉強会を発足

・情報交換の場として６回開催

⇒事業手法の方向付けに貢献

返還跡地の支援に向けた地主会の活動

平成31年2月22日

北中城村軍用地等地主会
前会長 伊 佐常 助
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❏アワセゴルフ場地権者会への支援

・跡地利用の研究及び意見交換を目的に

土地所有者で発足

・会費の代行徴収(H20～H24)

・返還跡地助成金の代行交付(H23.土地連)

一部を組合事業財源に繰入（その他収入に計上）

返 還 前 の 取 組 み

❏土地区画整理組合設立準備会への支援

・組合施行の土地区画整理事業に向けて取組む

組織を結成

・準備会業務に協力することで、地権者の結束に

影響力を発揮

❏返還に向けた勉強会を開催

・地主会、準備会、北中城村、沖縄防衛局で返還に

向けた勉強会を発足

・情報交換の場として６回開催

⇒事業手法の方向付けに貢献

返還跡地の支援に向けた地主会の活動

平成31年2月22日

北中城村軍用地等地主会
前会長 伊 佐常 助

❏土地区画整理組合設立準備会への支援

・組合施行の土地区画整理事業に向けて取組む

組織を結成

・準備会業務に協力することで、地権者の結束に

影響力を発揮

❏返還に向けた勉強会を開催

・地主会、準備会、北中城村、沖縄防衛局で返還に

向けた勉強会を発足

・情報交換の場として６回開催

⇒事業手法の方向付けに貢献
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❏北中城村との協働作業

・跡地利用基本計画策定、地権者の合意形成、

アワセゴルフ場地権者会の発足

❏沖縄防衛局及び防衛省地方局への要請

・返還に向けた勉強会の開催、返還跡地協議会の

発足、使用収益開始日の判断への回答

⇒北中城村アワセ土地区画整理組合設立準備会が

機能するまで地権者合意及び防衛協議等が円滑

に進むよう後押し役を担う

行 政 及 び 防 衛 へ の 働 き か け

❏返還跡地協議会の発足

・準備会、北中城村、沖縄防衛局で跡地利用に

向けた実務者の協議会発足を要請

・原状回復措置に関する協議を主題に３回開催

⇒事業施行予定者である準備会を後押し

（この準備期間の活動が重要）
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❏北中城村との協働作業

・跡地利用基本計画策定、地権者の合意形成、

アワセゴルフ場地権者会の発足

❏沖縄防衛局及び防衛省地方局への要請

・返還に向けた勉強会の開催、返還跡地協議会の

発足、使用収益開始日の判断への回答

⇒北中城村アワセ土地区画整理組合設立準備会が

機能するまで地権者合意及び防衛協議等が円滑

に進むよう後押し役を担う

行 政 及 び 防 衛 へ の 働 き か け

❏返還跡地協議会の発足

・準備会、北中城村、沖縄防衛局で跡地利用に

向けた実務者の協議会発足を要請

・原状回復措置に関する協議を主題に３回開催

⇒事業施行予定者である準備会を後押し

（この準備期間の活動が重要）

事例報告

返還跡地の支援に向けた地主会の活動
－キャンプ瑞慶覧（西普天間住宅地区）跡地における取り組みについて－

平成11年６月

平成16年４月

平成19年６月

平成22年４月

平成26年４月

宜野湾市軍用地等地主会副会長

沖縄県軍用地等地主会連合会理事

宜野湾市軍用地等地主会会長

沖縄県軍用地等地主会連合会副会長

沖縄県軍用地等地主会連合会副会長

宜野湾市軍用地等地主会
会長

〈報告者プロフィール〉

又吉　信一氏

I. キャンプ瑞慶覧（西普天間住宅地区）
の概要と跡地利用に向けたこれまで
の経緯

Ⅱ. 返還跡地の支援に向けた宜野湾市地
主会の特色

Ⅲ. 跡地利用に向けた取り組みに対する
メッセージ
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